
太陽光発電を考える会　御中

公開質問状への回答

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中島　恵理

前略
　　太陽光発電を考える会より2021年７月４日付でいただきました公開質問状に対し
て、以下の通り、回答いたします。

草々

（１）反対署名、区決議の重みと役割をどのようにお考えになりますか。
　
太陽光発電等地域の開発事業を行うにあたっては、地域住民の安全安心な暮らしや
景観、環境保全を図ることが必要不可欠であります。
　富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例（以下「条例」とい
う。）の前文において、「太陽光発電設備が、富士見町の景観や自然環境と調和し、
適正に設置・維持管理されることが町民の安全安心な生活の確保と地域との共生を図
る上で非常に重要になってきている」と規定されています。また、条例第８条第２項
において、事業者は周辺住民及び関係区の理解が得られるよう努めなければならない
こと、条例第９条第１項では町長は、第８条の規定が遵守されたと認めるときでなけ
れば、許可をしてはならないと規定されています。
　これらの条例の規定を鑑みても、メガソーラー事業に対する反対署名、区決議の重
みは非常に大きいと考えております。特に近年の気候変動に伴い、これまでに経験の
ない強い暴風雨が今後生じる可能性、町の貴重な自然環境が一旦破壊されれば回復す
ることは困難であることも鑑み、富士見町住民の皆さまの意見や懸念の声に最大限寄
り添いながら、町としての適切な対応を行っていくことが必要です。すなわち、メガ
ソーラー事業により、災害防止等の安全安心な生活の確保、景観、自然環境保全地域
の貴重な歴史的・文化資源が損なわれることのないよう、町としての対応を行ってい
く必要不可欠であると考えております。

（２）太陽光発電計画に住民が反対するとき、開発をストップさせる方策を住民と共
に探るお考えはありますか。

　条例第６条に基づく町長への事前協議及び第９条に基づく許可手続きにあたり、住
民のみなさまの懸念事項への対応及び設置基準等の許可の基準への適合性を科学的な
知見を踏まえて検討するため、環境保全や災害防止等に関する専門家の参画を得た公
開の委員会を設置する（事業区域が2000平方メートル以上の場合は富士見町環境保全



審議会への助言を行う組織として位置付ける）ことが必要だと考えています。
この委員会を通じ、事業者に対して、住民のみなさまの懸念事項や土砂災害防止等
住民の安全安心な暮らしを担保する観点から、科学的根拠に基づく調査や説明を求め
ていくことが考えられます。
（なお、過去に霧ヶ峰に計画された大規模メガソーラー事業について、県の環境アセ
スメントの一環として、公開の長野県環境影響評価技術委員会で、事業者に対して技
術的、科学的な調査や説明を求めながら、メガソーラーに伴う環境影響について審議
がされていました。その途中段階で事業者側の判断により、撤退が決まっていま
す。）

　また、国においては、「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な
利用の推進に関する法律」が定められています。これは地域における大切な自然環境
の保全及び持続可能な利用を推進するため、一般社団法人等又は都道府県、市町村が
寄付を募って土地を取得すること（トラスト活動）を推進する法律です。この法律の
趣旨を鑑みれば、富士見町の住民の皆さまのご意見、ご要望を踏まえ、富士見町にお
ける重要な自然環境や文化的・歴史的資源等を保全し、災害のない安全安心な生活を
確保していくためのトラスト活動を検討していく方策もありうると考えております。

（３）トラブルを未然に防ぐために、太陽光発電の規制強化、条例の改訂を早急に進
めるお考えはありますか？

　富士見町で相次ぐメガソーラー開発の現状を踏まえ、自然環境保全、災害防止と再
生可能エネルギー事業に伴う土地の利活用とのバランスを図っていくことが重要で
す。
今回の現状に鑑み、土砂災害の防止、自然環境、文化資源保全等の観点から、森林
伐採等を一定規模以上で行う太陽光発電事業等に対し、住民の皆さまの懸念に対応す
る規制の充実が必要であると考えています。現段階で想定される取組例を以下列挙い
たします。
一方で、これらの課題の背景には、高齢化等により所有者や集落における農地や森
林の維持管理等が困難になっていることが挙げられます。このような農地や森林の維
持管理や農林業を後継していく支援の仕組みを早急に作っていくことが求められま
す。

○富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例の改正 
①太陽光発電禁止区域の拡大及び抑制区域の設定
太陽光発電事業（特に森林伐採や一定の土地改変を伴う事業）について、災害防止
の観点、環境・景観保全の観点、文化・歴史保全の観点から、現行の土砂災害特別警
戒区域、急傾斜地崩壊危険区域以外の場所を禁止区域及び抑制区域として拡大するこ
とが考えられます。



例えば、以下のような視点が考えられます。
・災害防止の観点：土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、砂防指定地及びこれ
らの地域の上部地域、その他地形、地質上土砂災害の可能性が高い地域等
・環境・景観保全の観点：貴重な動植物の生息地域、湧水・水源地、優れた景観等を
有するエリア
・文化・歴史保全の観点：富士見町の文化、歴史を維持保全する観点から重要な地域

②設置基準等許可基準の見直し
　近年の気候変動の状況、土砂災害等の災害防止、自然環境及び文化的・歴史的資源
保全の観点から、より詳細な許可基準を追加。

③一定規模以上のメガソーラー事業について、事業者側に環境・社会影響評価の義務
付け
長野県環境影響評価のアセスメント条例の対象となるのは５０ヘクタール（森林の
区域等は２０ヘクタール）以上の事業であること、また、今後は、環境影響だけでな
く、災害防止や文化・歴史的資源の保全等も考慮していく必要があります。そこで周
辺環境に大きな影響を与える一定規模以上の事業に対して、町独自の仕組みとして事
業の計画段階からの環境・社会配慮及び影響評価の義務付け及び技術委員会を通じた
審議、公開による影響評価プロセス及び住民参加の仕組みを検討していくことが求め
られます。

④事業者から説明対象となる周辺住民、関係区の範囲の拡大
条例では、事業者から説明対象となる周辺住民は「事業区域の境界から５０メート
ル」、関係区は「事業区域の境界から１００メートル」と規定されていますが、例え
ば原村の条例では、境界から４００メートル以内が対象とされています。土砂災害や
水環境保全等を考慮した場合には、距離だけでなく、当該地域の流域や利水地域を考
慮した範囲設定も求められます。

○富士見町環境保全条例の運用の見直し及び必要な罰則規定の追加 
～土地取引が行われる前に町が適切な対応をとる運用に～ 

　富士見町環境保全条例第２６条は、3000ｍ２以上の一団の土地について開発しようと
する事業者は、土地の所有権、土地を利用する権利を取得する契約の締結前に、あら
かじめ町長と協議することが義務付けられており、さらに、町長が特に必要と認める
ものについては審議会の意見を聞くものとされています。
　ご指摘の町内の太陽光発電の事業計画にあたって、この条文に基づく事業者の協議
状況及び、町がどのように協議、判断したのか、さらには、審議会の意見を聞いたの
かどうか、富士見町から住民が納得できる説明がなされていないと理解しておりま
す。
　この条文を富士見町が適切に運用していれば、太陽光発電事業者に土地の所有権が



移る前に、住民の懸念に対応できた可能性があります。
今後は、例えば、不動産事業者とも連携し、第２６条に基づく事業者による契約締
結前の協議を促すとともに、第２６条の規定遵守を条例第２３条の許可基準にいれる
など、この条文の運用の適正化と規定の充実を図ることが求められます。
　
（４）環境に配慮した再生可能エネルギーを推進する具体的な政策をお持ちですか？
　環境に配慮した再生可能エネルギーとしては、住宅や建築物への太陽光発電の設
置、災害防止、自然環境・景観保全上支障のない場所での太陽光発電の設置、農業用
水路等の小水力発電（減水区間が生じる場合はそれに伴う環境影響を確認する必要あ
り）、里山の適切な管理による薪、チップ等を通じた小規模のバイオマスエネルギー
利用が考えられます。
　
富士見町内の住宅や建築物への太陽光発電の適正については長野県の信州屋根ソー
ラーポテンシャルマップにより把握できます。環境省が公表している再生可能エネル
ギー情報提供システム（REPOS）を活用することにより、富士見町での再生可能エネ
ルギー事業の導入ポテンシャル情報に加え、景観、文化財、鳥獣保護区等の配慮すべ
き地域・環境情報及びハザードマップ等の防災情報も併せて確認することができま
す。これらの情報を地域の事業者に伝えながら、環境に配慮した再生可能エネルギー
の普及を進めていくことが重要です。
　また、環境保全型の再生可能エネルギー事業を通じて地域内の経済循環を生み出
し、社会課題解決に貢献する地域エネルギー会社の立ち上げの支援も行いたいと考え
ております。地域の事業者の参画を得た地域エネルギー会社が、例えば、住宅や建築
物への太陽光発電等の再生可能エネルギー設備の導入を第３者設置方式で導入を行う
ことで、住宅や建築物の所有者は、初期投資ゼロで太陽光発電設備を導入でき、災害
時に必要な電気を賄うことができる取組を進めていくことが考えられます。このよう
な環境保全型でかつ地域の経済活動にメリットを生じさせるような事業の立ち上げ
を、今年度から新たに導入された地域エネルギー会社への国の補助金も活用しながら
支援していくことを考えています。


